
町田市立図書館バナー広告募集！
町田市立図書館ホームページは、本、雑誌、視聴覚資料などの所蔵情報を検

索したり、図書館のイベント情報などを閲覧することができます。年間のアクセス
数は約１２０万件、月に約１０万件もの閲覧数があります。この図書館ホームペー
ジにバナー広告を載せてみませんか？お店や会社の宣伝にぜひご活用くださ
い！

■広告掲載イメージ

応募に関する詳細は裏面をご確認ください。

アクセス数は月に約１０万件！

名称
図書館ホームページバナー広告募集
（URLはhttp://www.library.city.machida.tokyo.jp/）

募集枠 5枠（申し込みは１枠）

規格 縦５０ピクセル×横１８９ピクセル ＧＩＦ形式の静止画でアニメは不可

広告掲載期間 年度を越えない範囲で ３ヶ月

掲載スケジュール 毎月１日に開始/毎月月末終了（年末年始を除く）

広告掲載料 ３０，０００円（１ヶ月１０，０００円）

http://www.library.city.machida.tokyo.jp/


広告掲載に関しては以下を除く事業者を対象とします。

１ 風営法等の規制及び業務の適正化等に関する
法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条で「風俗
営業」と規定される業種

２ 風俗営業類似業種
３ 消費者金融
４ たばこ
５ アルコール
６ ギャンブルに係るもの（公営収益事業に係るものを除く）
７ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を

起こしている業種や業者
８法律の定めのない医療類似行為を行う施設
９民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続中の業者

応募資格
ウェブサイトを有する、上記の広告掲載に関する条件を遵守していただけ
る事業者の方

応募方法

①町田市立図書館有料広告掲載申込書（第一号様式）
②町田市暴力団排除条例に基づく誓約書
※継続の方は、「町田市立図書館有料広告変更・更新申込書（第二号様
式）【継続用】
を添えて、応募先までお申込ください。
③バナー原稿は、申込み後7日以内にお送りください。

応募先、問合せ先
生涯学習部図書館 中央図書館庶務係
〒194-0003 町田市原町田３－２－９ ℡042-728-8220 Fax042-729-6160
Eﾒｰﾙ syougaig050@city.machida.tokyo.jp

募集期間 随時 （掲載希望月の１か月前）

広告及び事業主の審
査

「町田市立図書館ホームページに掲載するバナー広告の取扱基準」に
従って、広告及び事業主の審査を行い、掲載の可否を決定します。

掲載の決定
掲載可となった広告が枚数を上回った場合は、「町田市有料広告取扱基
準」第４に規定する優先順位により、掲載広告を決定する。なお、同順位
のもので枠数を上回った場合は、抽選により掲載広告を決定します。

結果の通知 応募されたすべての方に通知します。

広告原稿の提出
バナー原稿＿縦５０ピクセル×横１８９ピクセル（ＧＩＦ形式の静止画でア
ニメは不可）を作成し、指定期日までにご提出ください。
※広告には必ず事業所名を明記してください。

広告掲載料の支払い
掲載の決定通知と合わせて納付書を送付いたしますので、指定期日ま
でにお支払いください

注意事項 掲載決定後の「辞退」は受け付けませんのでご注意ください。

広告掲載に関する条件

掲載できない広告など

１ 人権侵害、名誉き損、各種差別的なもの
２ 法律で禁止されている商品や、無認可、粗悪品

などの不適切な商品、サービスを提供するもの
３ 他を誹謗・中傷又は排斥するもの
４ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
５ 社会的に不適切なもの
６ 国内世論が大きく分かれているもの

■応募について

■掲載広告の決定について

■広告掲載決定後の流れについて

mailto:%EF%BC%A5%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABsyougaig050@city.Machida.Tokyo.jp


第一号様式 

町田市立図書館有料広告掲載申込書 

年  月  日 

町田市長 様 

申込者 住所（所在地）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

氏名（名称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

連絡先 TEL ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

FAX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

E-mail＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

町田市の公共物等に広告を掲載したいので、町田市有料広告掲載取扱要綱第７

の規定により、添付書類を添えて下記のとおり申し込みます。 

記 

広告掲載対象物 町田市立図書館ホームページ 

リンク先URL http:// 

業種 

広告の内容 

掲載希望場所 第一希望： 

第二希望： 

（左端、左、右、右端 から選択） 

※掲載位置は先着順に決定しますので、ご希望にそえない場

合もあります。 

送付書類 広告原稿（画像データで７日以内に送付） 

広告料納付 掲載が決定したときは、広告掲載料として 円

を支払います。 



第二号様式 

町田市立図書館有料広告更新・変更申込書 

年 月  日 

町田市長 様 

申込者 住所（所在地） 

氏名（名称）  

連絡先 TEL   

FAX 

E-mail

担当者氏名 

町田市の公共物等の広告掲載を更新・変更したいので、下記のとおり申し込みます。 

記 

（ 更新 ・ 変更 ） ※どちらかに○。変更の場合は変更箇所を赤字で記入。 

広告掲載対象物 町田市立図書館ホームページ 

リンク先URL http:// 

広告の内容 

掲載希望場所 第一希望： 

第二希望： 

（左から1・２・３・４・５番目から選択） 

※掲載位置は先着順に決定しますので、ご希望にそえない場合もあります。

送付書類 □ 広告変更（画像データで７日以内に送付）

□ 変更なし（現在のデータをそのまま更新・送付なし）

広告料納付 

（更新のみ） 

掲載が決定したときは、広告掲載料として金３万円を支払います。 



町田市暴力団排除条例に基づく誓約書 

年  月  日 

町田市長 様 

法人等の名称 

所 在 地  

代表者氏名  

私は、下記の事項について、事実に相違ないことを誓約します。 

 さらに、私は、下記事項について、町田市において必要と認める場合に、町田市が警察に

照会することを承諾します。また、私は、町田市において照会に係る必要書類の請求をし

た場合は、当該請求に従うことを誓約します。  

 なお、町田市において下記の事項に反すると認める場合、有料広告掲載における契約の

解除、その他貴市が行う措置について、異議の申し立てを行わないことを誓約します。 

記 

1 私は、次の各号のいずれにも該当しません。 

(1) 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下法という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者

(2) 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が、出資、

融資、取引その他の関係を通じた権利を行使することにより、又は暴力団員がその親

族関係若しくは交際関係を通じ、その事業活動の継続に重大な影響を及ぼす者

(3) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宣を供与するなど、直接的

もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

(4) 暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

2 １の各号に掲げる者を経営に実質的に関与させていません。 

以上 
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